
広報あさひ/2022/11

ご家族や知人の方からの相談もOK！
法律の専門家が直接お話をうかがいます。
相談日時：12月４日（日） 10時～16時　　12月11日（日） 10時～16時
対 応 者：弁護士（三重弁護士会）または司法書士（三重県司法書士会）　　TEL：059－224－3180
※相談日当日のみの専用ダイヤルです。
※相談は無料ですが、通話料がかかります。また、相談は30分程度を限度におうかがいします。
※開始時間直後は相談が集中し、つながりにくくなることがあります。時間をおいてから、おかけ直しください。
主催　三重県多重債務者対策協議会（事務局　三重県環境生活部くらし・交通安全課　TEL 059－224－2400）

借金のお悩み電話相談

　全国的にも人
口増加が注目さ
れる朝日町、川
越町にお住まい
の女性を中心に
創業に向けたノ
ウハウを学ぶ
「女性創業塾」
を朝明商工会主
催により開催し
ます！
　あなただけの、
あなたにしかで
きない、あなた
ならではのビジ
ネスをスタート
し、大きく育て
るきっかけとし
てみませんか？

開催日：11月17日（木）、24日（木）、
　　　　12月１日（木）、８日（木）、15日（木）
時　間：各日９時30分～12時30分まで
会　場：朝明商工会１階研修室　　定    員：20名（先着順）
受講料：3,000円（税込）／５日間※資料代を含む　　締　切：11月10日（木）
対　象：創業をお考えの方、創業に興味のある方、独立を迷ってみえる方、　　　
　　　　創業後間もない方（創業後５年未満）等
　　　　※男性の参加も可能です
詳細・申込先：https://asakeshokokai.or.jp/sougyou/ 
主催・問い合わせ：朝明商工会　TEL 365－6603

※新型コロナウイルス感染症拡大等の
状況により、内容等が変更となる場
合があります。
※当創業塾は、経営・財務・人材育
成・販路開拓についての全ての講義
を受講された方について、「特定創
業支援等事業」を受けた者として、
希望される方には朝日町より証明書
を発行します。証明書の発行を受け
ることで「法人登記費用の減免」等
を受けることができます。

あさけ女性創業塾のご案内

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間について
　夫やパートナーからの暴力、職場等におけるセクシュア
ル・ハラスメント、ストーカー行為といった女性をめぐる
様々な人権問題についての相談を受け付ける専用の電話相
談窓口です。
　相談は、法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。
　また、相談は無料で、秘密は厳守します。

実施日時等
(1)期　　間　11月18日（金）～同月24日（木）までの７日間  
(2)時　　間　８時30分～19時まで
　　　　　 　ただし、土曜日・日曜日は10時～17時まで
(3)相談番号　0570－070－810（全国共通） 
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